
規則（訓令）名 理    由 要          旨 

 

 奈良県教育委員会規則等

公布に関する規則の一部を

改正する規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公布に関する事務のデジ

タル化及び効率化を図るた

め、所要の改正をしようと

するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 規則等の公布方法の見直し 

  規則の公布における奈良県教育委員会教育長の署名を奈良県教育委

員会教育長名の記入に変更する。 

（第２条関係） 

 

２  施行期日 

  令和７年１月１日 

 



 
 
 

奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
等
公
布
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
） 

 

奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
等
公
布
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
八
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則

第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長
が
署
名
し
、
公
布
の
年
月
日
」
を
「
公
布
の
年
月
日
及
び

奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長
名
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
等
公
布
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
）
新
旧
対
照
表 

                                       

改 
 
 

正 
 
 

案 

第
二
条 

規
則
は
公
布
の
年
月
日
及
び
奈
良
県
教
育
委

員
会
教
育
長
名
を
記
入
し
て
公
布
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

現 
 
 
 
 

行 

 

第
二
条 

規
則
は
奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長
が
署
名

し
、
公
布
の
年
月
日
を
記
入
し
て
公
布
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


